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トピックス　  まちの話題 

大
鰐
町
交
通
安
全
母
の
会
総
会
が
開

か
れ
ま
し
た

大
鰐
町
交
通
安
全
母
の
会
の
第
45
回
定
時

総
会
が
５
月
10
日
、
大
鰐
町
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
鰐com

e

で
開
か
れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
青
森
県
交
通
安
全
母
の
会
連

合
会
の
大
坂
美
保
会
長
、
町
交
通
安
全
母
の

会
の
成
田
さ
な
え
会
長
か
ら
挨
拶
が
あ
っ
た

あ
と
、
交
通
事
故
犠
牲
者
に
対
す
る
黙
祷
や

令
和
６
年
度
事
業
計
画
な
ど
の
審
議
が
行
わ

れ
、
全
て
の
議
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

大
鰐
中
学
校
新
入
生
記
念
つ
つ
じ
植

樹
が
行
わ
れ
ま
し
た

５
月
10
日
、
茶
臼
山
山
頂
大
駐
車
場
に

て
、
大
鰐
中
学
校
新
入
生
に
よ
る
つ
つ
じ
の

記
念
植
樹
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
入
生
た
ち
は
、
大
き
く
育
つ
よ
う
願
い

を
込
め
自
分
の
苗
木
を
大
事
に
植
樹
し
ま
し

た
。
赤
・
ピ
ン
ク
・
白
の
色
と
り
ど
り
の
つ

つ
じ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
今
年
の
目
標
が

書
か
れ
た
木
札
が
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
生

徒
の
願
い
と
共
に
、
た
く
ま
し
く
き
れ
い
な

花
を
咲
か
せ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

わ
ぁ
ん
ど
す
と
り
ー
と
が
開
催
さ
れ

ま
し
た

弘
前
大
学
と
の
連
携
活
動
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た

住
民
参
加
型
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
採
択
を

受
け
た
ワ
ン
ダ
ー
ワ
ン
ド
企
画
に
よ
る
マ
ル

シ
ェ
イ
ベ
ン
ト
が
５
月
12
日
に
手
古
奈
通
り

と
ゆ
け
む
り
通
り
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

通
り
の
空
き
店
舗
や
空
き
地
に
は
、
飲
食

や
体
験
型
の
店
が
並
び
、
た
く
さ
ん
の
人
で

賑
わ
い
ま
し
た
。

来
場
者
か
ら
は
「
町
中
に
活
気
が
あ
っ
て

嬉
し
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
、
出
店
者
か

ら
は
「
商
人
に
と
っ
て
は
お
客
様
が
来
て
く

れ
る
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
」「
用
意
し
た
商

品
が
30
分
で
無
く
な
り
嬉
し
い
悲
鳴
」
な
ど

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

町
職
員
と
弘
前
大
学
生
に
よ
る
意
見
交
換

等
を
通
し
て
町
の
未
来
を
考
え
る
弘
前
大
学

協
働
事
業
「
町
職
員
×
弘
前
大
学
生　

大

鰐
未
来
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
学
生
に
町
を
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
、
ま
た
、
町
職
員
に
は
普
段
見
過
ご
し

て
い
る
町
の
姿
を
新
た
に
発
見
し
て
も
ら
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
学
生
と
町
職
員
に
よ

る
町
内
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
研
修
「
大
鰐
町

再
発
見
！
」を
４
月
25
日
に
実
施
し
ま
し
た
。

町
職
員
10
名
と
弘
前
大
学
生
17
名
で
６
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
町
内
を
探
索
し
ま
し
た
。
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

高齢者のコミュニケーション能力の維持・向上を促進し、将来予想される認知症及びうつ病等の発症リスクを

軽減させ、福祉の増進を図ることを目的として、補聴器の購入及び修理費の一部を助成します。

●対象者
（１）大鰐町に住所を有する 65 歳以上の方であること。

（２）両耳の聴力レベルが原則として 30 デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

（３）補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

（４）認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。

※対象者又はその配偶者の市町村民税所得割額が 46 万円以上である場合は、対象外とします。

●助成額等
・助成額は、３万円を上限とし、修理費に係る助成額は、修理費の２分の１とします。

■お問合せ　保健福祉課福祉係　☎ 55・6568（直通）

身体障がい者「巡回診査」実施について

軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成のお知らせ

　身体障害者手帳の交付や再認定のための診査と更生

相談を行います。料金は無料です。

《実施日等》
●実施日
　令和 6 年 7 月 2 日（火）

●場　所
　弘前市総合学習センター

　（弘前市大字末広 4 丁目 10 － 1）

●実施科目
　整形外科（肢体不自由）

●受付時間
　9 時 30 分～ 10 時 30 分

●診査時間
　10 時～ 12 時 30 分

●持参する物
①身体障害者手帳（手帳がある方のみ）

②健康保険証等（身体障害者手帳の交付のための診

査を受ける場合）

③身体障害者手帳の交付のための診査を受ける場合

は、かかりつけ医の紹介状やレントゲン写真等病

名、治療の状況等を確認できる書類

※手帳を既にお持ちで再認定が必要な方について

は、別途お知らせします。

●対象者
①身体障害者手帳をお持ちの方で、再認定を要する

方

②身体障害者手帳の交付を受けたい方

③身体障害者手帳の障害程度及び等級に変更がある

ため、診査を受けたい方

④義肢・装具等の補装具の交付、再交付、又は修理

を必要とする方

ただし、特例補装具、電動車椅子、座位保持装置、

骨格構造義肢等、複雑な処方を要する義肢・装

具、オーダーメイド又はモジュラー方式による車

椅子の処方は行いませんので、ご注意ください。

※巡回診査を希望される方は、令和 6 年 6 月 13 日

（木）までにご連絡ください。

※当日の診査で得られる情報のみでは判定ができな

いことがあります。

また身体障害者手帳の障害程度再認定が必要な方

は、指定医師のいる医療機関においても再認定診

断書が作成できます。

■お問合せ・お申込み
　保健福祉課福祉係　☎ 55・6568（直通）
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

認知症になっても安心して
暮らせる地域をつくろう

認知症の患者数は高齢化の進行とともに増え続けており、2025 年には700万人にのぼると推計されています。

これは 65 歳以上の高齢者の 5 人に 1 人が認知症になるということです。認知症は当町の重要課題の一つとなっ

ており、決して他人事ではありません。

地域の皆さんのさりげない手助けが認知症の人と家族の支えになります
認知症が進行すると家族だけで対応していくことは困難になっていきます。記憶障害などの認知機能の低下か

ら、日常生活がうまく営めなくなるだけでなく、不安から周囲の人との関係が損なわれることもしばしばみられ

ます。そのため特に一人暮らしや高齢者のみの世帯では地域のさりげない手助けが大切となります。

認知症について学び、認知症サポーターになろう！
町では地域の方が認知症に対する理解を深め、本人、家族にとって身近な支援者になっていただけるよう、認

知症についての正しい知識や対応方法を学ぶ「認知症サポーター養成講座」を開催しています。認知症の人や家

族を地域で支え合える町を目指し、「認知症サポーター養成講座」を受講してみませんか。ご希望の方は下記問

い合わせまでご連絡ください。

また、地域のなかで認知症について気になることがありましたら、大鰐町地域包括支援センター（保健福祉課

地域包括支援係）までご相談ください。

■お問合せ　保健福祉課地域包括支援係　☎ 55・6569（直通）

弘
前
圏
域
成
年
後
見
制
度

普
及
・
啓
発
講
座

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
増

加
し
家
族
に
よ
る
支
援
が
難
し
く
な
る

中
で
、
権
利
擁
護
支
援
が
身
近
な
も
の

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
弘
前
圏

域
８
市
町
村
で
の
権
利
擁
護
推
進
と
成

年
後
見
制
度
の
さ
ら
な
る
普
及
・
啓
発

の
た
め
、
弘
前
圏
域
住
民
向
け
に
普

及
・
啓
発
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

●
と
き　
７
月
20
日
（
土
）

10
時
～
12
時
30
分

●
と
こ
ろ　
弘
前
市
民
文
化
交
流
館

ホ
ー
ル
（
ヒ
ロ
ロ
４
階
）

●
テ
ー
マ

「
終
活
に
お
け
る
死
後
事
務
委
任
契
約

に
つ
い
て
」

●
対
象　
弘
前
圏
域
８
市
町
村
に
住
ん

で
い
る
人

●
参
加
料　
無
料

●
申
込
み
方
法

７
月
13
日
（
土
）
ま
で
に
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
記
入
）

●
９
月
か
ら
市
民
後
見
人
等
養
成
講
座

を
実
施
予
定

●
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

弘
前
圏
域
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

駅
前
町
ヒ
ロ
ロ
３
階

☎
２
６
・
６
５
５
７

Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
６
・
６
５
６
７

Ｅ
メ
ー
ル　

h8-kenri@
titan.ocn.

ne.jp

（
日
・
月
曜
日
休
み
）

困っていたら
声がけをする

ゴミ捨てがうまくできないな
ど困っている様子がうかがえ
るときにはやさしく声をかけ
ましょう。

本人のペースに
合わせる

お金の出し入れや、回覧板の
やり取りなどがスムーズにで
きないときは心のゆとりを持
って接してください。

日常的に
あいさつをする

声がけや見守りができる関係
があると、小さな変化に気付
くことができます。
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子宮頸がん検診・乳がん検診のお知らせ

　都合の良い時期に受診できるよう、医療機関で検診を実施いたします。対象者には、５月下旬に受診券、検診

のご案内、指定医療機関一覧、受診票（乳がん検診のみ）を送付しています。80 歳以上の方で検診を受けたい

方は、ご連絡ください。

　２年に１回の検診となりますので、忘れずに受診しましょう。

１　検診内容及び対象者

検診名 検診内容 対象者

子宮頸がん検診 問診、視診、内診、細胞診
20 歳以上の女性
（平成 17 年３月 31 日以前に生まれた方で、令和７年

３月 31 日時点で偶数年齢に達する方）

乳がん検診
問診、マンモグラフィ（乳房
Ｘ線検査）

40 歳以上の女性
（昭和 60 年３月 31 日以前に生まれた方で、令和７年

３月 31 日時点で偶数年齢に達する方）

２　実施期間　令和６年６月１日から令和７年３月 31 日まで

３　料金　　　無料

※追加検査等を実施する場合は、別途料金がかかります。（検診とは別日に追加検査等を実施す

る場合もありますので、予約時にご確認ください。）

４　指定医療機関
◎子宮頸がん

・弘前市　いちろうクリニック (☎26・1692)/ 健生病院 (☎55・7717)/ しらとりレディスクリニック (☎

33・2822)/ 鳴海病院 (☎37・2550)/ 国立病院機構弘前総合医療センター (☎32・4311)/ とも

え女性クリニック ( 旧：弘前レディスクリニック）(☎35・2110)/ 藤盛医院 (☎32・0974)/ メ

ーラ．レディスクリニック (☎31・1882)/ レディスクリニックすごう (☎28・8181)/ 弘前市医

師会健診センター (☎39・6611)/ 婦人科さかもとともみクリニック (☎29・5080)/ ゆざわ産婦

人科クリニック（☎35・4635）

・黒石市　黒石病院（☎52・2121）

◎乳がん

　・弘前市 健生病院（☎ 55・7717）/ 鳴海病院（☎ 37・2550）/ 弘前市医師会健診センター（☎ 39・

6611）/ くりたクリニック（☎ 31・2100）

　・黒石市 黒石病院（☎52・2121）

５　受診方法
　指定医療機関に直接申込み、受診券を持参して受診してください。

■お問合せ　保健福祉課健康推進係　☎ 55・7149
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

65歳以上の皆さんの介護保険料が変わります

●大鰐町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定

　令和６年度から令和８年度を計画期間とする大鰐町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定しました。

　これは、高齢者福祉施策や介護保険給付などに関する今後の見通しを予測し、事業の方向性や介護保険料の

額を定めたものです。町ホームページに掲載していますので、ご確認ください。

●令和６年度からの介護保険料

□見直しした内容

・介護保険料基準額（月額）は、介護給付費準備基金を取り崩し、現行と同じ 6,700 円に据え置きます。

・所得の少ない方の負担を軽減するため、国が示す標準段階及び最終乗率を基に保険料段階を９区分から

13 区分に変更し、第１～３段階の保険料を引き下げています。

□第９期計画の介護保険料

・保険料は本人の前年の所得や本人及び世帯の方の前年度の住民税課税状況に基づいて決定されます。

　介護保険制度は、介護の負担をみんなで支える仕組みです。そのために、

高齢者の方も含め、40 歳以上の全ての方に保険料を納めていただいています。

　介護が必要になった時に安心してサービスを利用できるように、介護保

険料は必ず納期限までに納めましょう。

■お問合せ　保健福祉課介護保険係　☎ 55・6568

所得段階 対 象 と な る 方 年 額 保 険 料

第１段階
本
人
が
住
民
税
非
課
税

世
帯
非
課
税

生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が 80 万円以下

22,920 円

第２段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下 39,000 円

第３段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円を超える 55,080 円

第４段階 世
帯
課
税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下 72,360 円

第５段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円を超える 80,400 円

第６段階

本
人
が
住
民
税
課
税

本人の合計所得金額の合計が 120 万円未満 96,480 円

第７段階 本人の合計所得金額の合計が 120 万円以上 210 万円未満 104,520 円

第８段階 本人の合計所得金額の合計が 210 万円以上 320 万円未満 120,600 円

第９段階 本人の合計所得金額の合計が 320 万円以上 420 万円未満 136,680 円

第10段階 本人の合計所得金額の合計が 420 万円以上 520 万円未満 152,760 円

第11段階 本人の合計所得金額の合計が 520 万円以上 620 万円未満 168,840 円

第12段階 本人の合計所得金額の合計が 620 万円以上 720 万円未満 184,920 円

第13段階 本人の合計所得金額の合計が 720 万円以上 192,620 円
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農業委員会からのお知らせ

●農業者年金を受給されている皆様へ
　農業者年金を受給されている方は、毎年５月末頃に農業者年金基金から郵
送される「現況届」を、毎年６月中に町農業委員会に提出することになって
います。
　農業者年金の受給に関わりますので、忘れずに提出くださるようお願いい
たします。

●農家の皆さんへ
農業者年金に加入しませんか？
～農業者年金は、国民年金の“上乗せ”として農業者だけが加入できる終身年金です。～

下記加入要件の①～③すべて「はい」に該当する方は、農業者年金の加入要件を満たしています！ 
※ 60 歳以上 65 歳未満の国民年金任意加入被保険者の方は、①のみ満たしていれば加入できます。

　要件を満たしていれば、経営者や配偶者、後継者などの家族、農業従事者やパートタイマー、兼業農家の方
も加入できます。
　詳しくは、農業者年金基金 HP をご覧になるかまたは町農業委員会までお気軽にご相談ください。

※第１号被保険者とは、日本国内にお住まいの 60 歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配
偶者の方（厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第 3 号被保険者でない方）。

■お問合わせ　大鰐町農業委員会（役場農林課内）　☎ 55・6592（直通）
　　　　　　　独立行政法人　農業者年金基金 HP　【URL】https: //www.nounen.go.jp

【加入要件】

①　年間 60日以上農業に従事していますか？	 □はい　　　□いいえ

②　60歳未満ですか？	 □はい　　　□いいえ

③　国民年金の第１号被保険者※ですか？	 □はい　　　□いいえ

　　（国民年金保険料納付免除者を除く）
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

町民税・県民税の定額減税について

令和６年度の税制改正により、令和６年度の町民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
概要は以下のとおりです。

●対象となる方
　前年の合計所得金額が 1,805 万円以下の町民税・県民税所得割の納税義務者
●減税額
　本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円

※１　定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※２　同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年 12 月 31 日の現況によります。
※３　控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の町民税・県民税において１万

円の定額減税が行われます。
●徴収方法（令和６年度分）（定額減税の対象となる方）

①給与所得に係る特別徴収
（給与所得者の方）
令和６年６月分は徴収されず、定額
減税「後」の税額が令和６年７月分
～令和７年５月分の 11 か月で均さ
れます。

②普通徴収
（事業所得者等の方）
定額減税「前」の税額をもとに算出
された第１期分（令和６年６月分）
の税額から控除され、控除しきれな
い場合は、第２期分（令和６年８月
分）以降の税額から、順次控除され
ます。

③公的年金等に係る所得に係る特別徴収
（年金所得者の方）
定額減税「前」の税額をもとに算出
された令和６年 10 月分の特別徴収
税額から控除され、控除しきれない
場合は、令和６年 12 月分以降の特
別徴収税額から、順次控除されます。

●その他
○減税額については、税額決定通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)

○所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)

■お問合せ　税務課住民税係　☎ 55・6562（直通）
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土地・家屋現況調査の実施について

　町では、固定資産の公正で適正な課税を行うため、土地及び家屋の現況調査を実施します。
　町職員及び調査員が土地の利用現況や家屋の建築状況確認のため、敷地内に立ち入らせていただくことや問い
合わせを行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

●調査員について
　町職員及び当町固定資産評価業務に従事することを証した調査員証を携帯した調査員がお伺いします。

●調査内容について
　土地については、土地課税台帳の登録内容に基づき、評価地目と現況地目との相違、土地の利用状況等を調
査します。
　家屋については、新築家屋及び未評価家屋の建築状況や取り壊し等の申請があった家屋について現況確認を
します。
※新築及び未評価家屋の家屋評価については、別途お知らせのうえ、立ち合いでの調査となります。

●調査後の対応について
　土地については、土地課税台帳に登録されている現況地目と利用状況の相違が認められた場合、翌年度から
現況地目を変更します。これにより税額が変更になる場合は、調査の翌年度の課税から反映されます。
　家屋については、家屋課税台帳に登録されている内容と相違が認められた場合、翌年度から登録内容を変更
します。これにより税額が変更になる場合は、調査の翌年度の課税から反映されます。

■お問合せ　税務課資産税係　☎ 55・6562（直通）

計量器の定期検査実施について

　計量法に基づき、２年に１回の特定計量器（はかり）の検査が実施されます。検査される方はお忘れのないよ

うご注意ください。
●日時

　６月 24 日（月）、25 日（火）【11時～12時／13時～15時】
●場所
　大鰐町役場車庫
●検査機関
　（一社）青森県計量協会

【定期検査の対象となる「取引・証明」の一例】
①　商店・スーパー等で肉や魚など量目を表示した商品の販売のために使用するはかり。
②　医療機関・薬局等で処方箋による薬の調剤用に使用するはかり。
③　病院や保健所、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所等で体重測定し、その計量値を健康診断書、カルテ、

母子手帳等に記載するために使用するはかり。
④　農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり。
⑤　工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり。
⑥　小包郵便物及び運送業者（宅配取次店も含む）等で貨物（荷物）の運賃算出のために使用するはかり。

■お問合せ　企画観光課企画係　☎ 55・6561（直通）
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　医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康

保険証として利用できるようになっています。まだマ

イナンバーカードを申し込んでいない方は、取得をご

検討ください。

１　マイナ保険証を使うメリット
①医療費を 20 円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われてい

る医療費を 20 円節約でき、自己負担も低くなり

ます。

②より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるよう

になるため、身体の状態や他の病気を推測して治

療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらう

こともできます。

③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度

における限度額を超える支払が免除されます。

２　登録方法
　マイナンバーカードを健康保険証として利用する

ための登録がまだの方は、以下２つの準備をお願い

します。

①マイナンバーカードを申請

●申請方法は選択可能です
・オンライン申請（パソコン・スマートフォンから）

・郵便による申請

・まちなかの証明写真機からの申請

・役場住民生活課窓口

②マイナンバーカードを健康保険証として登録

●利用登録の方法
・医療機関・薬局の受付（カードリーダー）で行う

・「マイナポータル」から行う

・セブン銀行 ATM から行う

・役場住民生活課窓口

３　よくあるご質問　
①Ｑ：マイナンバーカードは安全なの？

Ａ：マイナンバーカードの IC チップには保険証

情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗

難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、

暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされま

す。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊

れる仕組みもあります。

②Ｑ：マイナンバーカードを健康保険証として利用

するためにはどうしたらいいの？

Ａ：マイナンバーカードを健康保険証として利用

するためには、ご利用登録が必要です。初めて医

療機関を受診していただいても顔認証付きカード

リーダーの画面で、そのまま初回の利用登録がで

きます。

③Ｑ：どうやって受付するの？

Ａ：マイナ受付は顔認証付きカードリーダーで行

います。マイナンバーカードを読み取り口に置く

と受付が始まりますので、画面の指示に沿って受

付をしてください。

※詳しくは厚生労働省 Web サイトでご確認いただけ

ます。

「マイナンバーカード  保険証利用」で検索

　　厚生労働省の HP への

　　　　リンクはこちら⇒

■お問合せ　住民生活課　☎ 55・6563（直通）

・保険証利用に関すること：国保年金係

・申請に関すること：戸籍住民係

国民健康保険・後期高齢者医療保険　被保険者の皆様へ

マイナ保険証をご利用ください　―本年12月２日から現行の保険証は発行されなくなります―
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国民健康保険被保険者のみなさまへ

●国民健康保険税の納税通知書が送付予定です
　令和６年度の国民健康保険税の納税通知書が、７月上旬頃に世帯主宛てに送付予定です。また、納税組合に
加入している世帯の分は、納税組合へ送付されます。
　保険税はみなさんの医療費に充てられる国保の大切な財源です。納期限内に必ず納めましょう。

●保険税の決め方
　次の区分ごとに計算し、合計額により保険税額が決定されます。保険税の納税義務者は世帯主です。

【令和６年度の税率等】

　★ 40 歳未満の人
医療給付費分＋後期高齢者支援金分を納めます。介護給付費分の負担はありません。

　★ 40 歳以上 65 歳未満の人（介護保険の第２号被保険者）
医療給付費分＋後期高齢者支援金分＋介護給付費分を納めます。

　★ 65 歳以上 75 歳未満の人（介護保険の第１号被保険者）
医療給付費分＋後期高齢者支援金分を納めます。介護保険料は別に納めます。
国保被保険者全員が 65 歳以上 75 歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引きと

なります。なお、年金からの天引きとなる人でも、口座振替への変更が可能です。

●保険税の軽減・減免措置
　★低所得者に対する保険税の軽減措置

一定の所得以下の世帯について、保険税を軽減する制度です。軽減には、２割軽減、５割軽減、７割軽減
があり、均等割額と平等割額が減額されます。ただし、未申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受
けられませんので、必ず申告してください。所得がない方も、その旨を申告してください。

　★後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
同じ世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、国保被保険者が１人となった世帯は、

対象となってから５年間は平等割額（医療給付費分＋後期高齢者支援金分）分を２分の１軽減し、その後３
年間は４分の１軽減されます。

　★非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇など、非自発的失業者となった 65 歳未満の人の保険税は、翌年度末までの間、前年の

給与所得のみを 30％として算定します。
　★未就学児に係る保険税の被保険者均等割額の軽減措置

未就学児（６歳に達する日以降の最初の３月 31 日以前である被保険者）に係る均等割分の５割が公費負
担となるため、一部が軽減されます。

　★産前産後期間に係る保険税の減免措置
令和 5 年 11 月 1 日以降に出産した国保被保険者の保険税のうち、所得割額及び均等割額の一部が減免さ

れます。対象となる期間は、単胎妊娠の方の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から 4 か月
間です。多胎妊娠の方場合、出産予定日または出産日が属する月の 3 か月前から 6 か月間です。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎ 55・6563

区　分 内　　　　　容 医療給付費分 後期高齢者
支 援 金 分 介護給付費分

所得割
被保険者の所得に応じて計算されます。
総所得金額から基礎控除額（43 万円）を控除
した額に率を掛けます。

7.5％ 2.9％ 2.8％

均等割 被保険者数に応じて計算されます。 20,000 円 9,800 円 9,800 円

平等割 １世帯につき一律の金額です。 25,000 円 9,800 円 9,800 円

課税限度額 １世帯当たりの保険税の上限額です。 65 万円 24 万円 17 万円
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

年金から天引きされる保険料（税）のお知らせは必ず確認しましょう

　年金を受給されている方にお知らせです。

　令和６年度の介護保険料、後期高齢者医療保

険料、国民健康保険税、所得税及び復興特別所

得税額、個人住民税額が年金から天引きされる

（これを特別徴収といいます。）場合は、６月

に年金機構から発送されている「年金振込通知

書」に特別徴収される対象月と特別徴収額が記

載されています。８月以降の額は、予定額とし

て６月の額が記載されています。

　前年度の収入から各保険料（税）額が決定さ

れる７月になると町から、令和６年度の各保険

料（税）決定通知書が発送されます。

　納付方法のご案内も同封する予定ですが、い

ま一度日本年金機構から届く年金振込通知書も

確認しましょう。

　右の写真のような通知書がお手元にある方は

ご確認をお願いします。

■お問合せ　最寄りの年金事務所 ☎ 0172・27・1339（弘前年金事務所）

 ねんきん加入者ダイヤル ☎ 0570・05・1165（ナビダイヤル）

 役場住民生活課 ☎ 0172・55・6563（国保年金係　内線 341）

●「お薬代負担軽減のご案内」の送付について
　現在服用しているお薬をジェネリック医薬品に切

り替えることで、お薬代が安くなる可能性がある方

へ「お薬代負担軽減のご案内」を６月下旬に送付し

ます。ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、

医師や薬剤師にご相談ください。

●振込口座の変更届出について
　高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座

に変更（解約・金融機関の店舗統廃合等）があった

ときは、必ずお住まいの市町村へ届出してください。

　届出がないと振り込みができなくなりますので、

お早めの届出をお願いします。

■お問合せ 住民生活課国保年金係　☎ 55・6563

 青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017・721・3821



13 広報おおわに ６月号

お知らせ・募集など　 おおわにかわら版
つ
ど
い
の
ご
案
内

～
自
死
遺
族
の
つ
ど
い
～

　

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、
大

切
な
人
を
亡
く
さ
れ
た
方
が
集
ま
り
、「
誰
か
に

話
を
聴
い
て
ほ
し
い
」「
話
を
し
た
い
」
と
き
に

安
心
し
て
話
せ
る
、
安
心
し
て
聴
け
る
場
と
し
て

「
つ
ど
い
」
を
開
催
し
ま
す
。
そ
の
場
に
い
る
だ

け
で
も
、
聴
く
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
個
人
情

報
や
、
お
話
の
内
容
等
の
秘
密
は
お
守
り
し
ま
す
。

●
場
所
・
期
日

▽
弘
前
市
民
会
館　

２
階
中
会
議
室

令
和
６
年
７
月
13
日
（
土
）

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
八
戸
ユ
ー
ト
リ
ー　

４
階
研
修
室

令
和
６
年
９
月
８
日
（
日
）

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
青
森
市
民
ホ
ー
ル　

１
階
会
議
室
１

令
和
６
年
11
月
16
日
（
土
）

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
弘
前
市
民
会
館　

２
階
中
会
議
室

令
和
７
年
１
月
19
日
（
日
）

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
八
戸
ユ
ー
ト
リ
ー　

４
階
研
修
室

令
和
７
年
３
月
１
日
（
土
）

13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
対
象
者

　

自
死
で
ご
家
族
や
ご
友
人
、
恋
人
な
ど
、
身
近

な
人
を
亡
く
さ
れ
た
方
。

問
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
７
・
７
８
７
・
３
９
５
１

（
担
当
：
佐
藤
）

※
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

●
そ
の
他

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
等
に
よ
っ
て

は
開
催
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
開
催
の
可

否
に
つ
い
て
は
事
前
に
お
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
人
権
特
設
相
談
所
を
開

設
し
ま
す

　

日
常
の
生
活
の
中
で
、
ど
こ
に
相
談
し
て
良
い

の
か
分
か
ら
な
く
て
困
っ
て
い
る
こ
と
、
人
権
問

題
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

大
鰐
町
人
権
擁
護
委
員
が
、
下
記
の
日
程
で
無

料
で
相
談
に
応
じ
、
相
談
内
容
は
秘
密
厳
守
で

す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
度
人
権
擁
護
委
員
は
、
山
口
裕
子
委

員
、
下
山
泰
弥
委
員
、
山
谷
和
之
委
員
、
神
隆
文

委
員
、
山
本
孝
一
委
員
の
５
名
で
す
。
な
お
相
談

時
間
は
い
ず
れ
も
10
時
か
ら
15
時
ま
で
で
す
。

問
お
問
合
せ
先

住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
５
５
・
６
５
６
３

２
０
２
４
年
度　
国
家
公
務
員

「
税
務
職
員
採
用
試
験
」

（
高
校
卒
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税

務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ
な
た
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
受
験
資
格

１　

令
和
６
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
校
又
は
中

等
教
育
学
校
を
卒
業
後
、
３
年
を
経
過
し
て
い
な

い
者
及
び
令
和
７
年
３
月
ま
で
に
高
校
又
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

２　

人
事
院
が
１
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め

る
者

●
受
験
申
込
み
受
付
期
間

　

６
月
14
日
（
金
）
か
ら
６
月
26
日
（
水
）
ま
で

●
受
験
申
込
み
方
法

　

受
験
申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

と
す
る
。

H
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報　

N
AV

I
（https://w

w
w

.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.
htm

l

）

●
第
１
次
試
験
日

　

９
月
１
日
（
日
）

問
試
験
に
関
す
る
お
問
合
せ
先

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

☎
０
２
２
・
２
６
３
・
１
１
１
１

（
内
線
３
２
３
６
）

人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２
・
２
２
１
・
２
０
２
２

借
金
に
関
す
る
相
談
窓
口

　

相
談
員
が
借
金
の
状
況
を
お
伺
い
し
、
必
要
に

応
じ
て
、
弁
護
士
等
に
引
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
一

人
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘
密
厳
守
・

無
料
で
す
。

●
受
付
時
間

　

月
～
金
（
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

　

８
時
30
分
～
12
時

　

13
時
～
16
時
30
分

●
相
談
専
用
電
話　

　

☎
０
１
７
・
７
７
４
・
６
４
８
８

問
お
問
合
せ
先

東
北
財
務
局
青
森
財
務
事
務
所
理
財
課

月　日 場　　所

６月５日（水） 大鰐町総合福祉センター

９月４日（水） 大鰐町総合福祉センター

10月９日（水） 大鰐町総合福祉センター

11月６日（水） 八幡館社会福祉館
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お知らせ・募集など　 おおわにかわら版
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
」

開
催
の
ご
案
内

　

こ
の
講
習
を
修
了
す
る
と
最
大
荷
重
１
ト
ン
以

上
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
（
道
路
走
行
を
除

く
）
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
と
き

２
回
開
催　

①
６
月
24
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　

②
７
月
29
日
（
月
）
～

●
と
こ
ろ

学
科
：
サ
ン
ラ
イ
フ
弘
前

実
技
：
つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
河
東
地
区
り

ん
ご
施
設

●
受
講
区
分

・（
普
通
自
動
車
運
転
免
許
以
上
保
有
者
（
31
時

間
コ
ー
ス
））

・（
大
型
特
殊
自
動
車
運
転
免
許
保
有
者
※
カ
タ

ピ
ラ
限
定
除
く
（
11
時
間
コ
ー
ス
））

●
定
員

　

６
月
開
催
、
７
月
開
催
そ
れ
ぞ
れ
30
名

●
詳
細
は
決
ま
り
次
第
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w

w
.hiroroki.jp

）
に
て
お
知
ら
せ

致
し
ま
す
。

問
お
問
合
せ
先

（
一
社
）
弘
前
地
区
労
働
基
準
協
会

（
弘
前
市
大
字
福
田
字
福
岡
10
）

☎
２
６
・
０
６
６
３

F
２
９
・
１
２
２
６

消
防
職
員
募
集

●
職
種

消
防
職
（
Ａ
）
＝
平
成
７
年
４
月
２
日
～
平
成

15
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者 

消
防
職
（
Ｂ
）
＝
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平
成

19
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者

●
資
格

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
時
に
お
い
て
弘
前

市
、
黒
石
市
、
平
川
市
、
藤
崎
町
、
板
柳
町
、
大

鰐
町
、
田
舎
館
村
、
西
目
屋
村
に
居
住
で
き
、
矯

正
視
力
を
含
み
両
眼
で
０
・
７
以
上
か
つ
一
眼
で

そ
れ
ぞ
れ
０
・
３
以
上
、
男
性
は
身
長
お
お
む
ね

１
６
０
㎝
以
上
、
女
性
は
お
お
む
ね
１
５
５
㎝
以

上
の
人

●
採
用
予
定　
６
名
程
度

●
第
１
次
試
験
日

消
防
職
（
Ａ
）
＝
７
月
14
日
（
日
） 

消
防
職
（
Ｂ
）
＝
９
月
22
日
（
日
） 

●
試
験
場
所

弘
前
医
療
福
祉
大
学
（
小
比
内
三
丁
目
）

●
試
験
科
目

消
防
職
（
Ａ
）
＝
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験

／
各
職
種
共
通
＝
適
性
検
査
、
体
力
試
験

消
防
職
（
Ｂ
）
＝
高
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験

／
各
職
種
共
通
＝
適
性
検
査
、
体
力
試
験

●
受
験
申
込
書
の
提
出
方
法

　

職
種
に
よ
り
、
受
付
期
間
が
異
な
り
ま
す
。 

　

受
験
申
込
書
に
記
入
し
必
要
書
類
を
添
え
、
郵

送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
受
付
は
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
）。

※
受
験
申
込
書
は
消
防
本
部
人
材
育
成
課
お
よ
び

各
消
防
署
で
交
付
し
て
い
る
ほ
か
、
弘
前
地
区
消

防
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.

hirosakifd.jp/

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

消
防
本
部
人
材
育
成
課 

〒
０
３
６
・
８
２
０
３

弘
前
市
大
字
本
町
２
―
１

☎
３
２
・
５
１
０
９

「
２
級
造
園
技
能
検
定
実
技
試
験
対
策

講
習
」
受
講
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　

在
職
中
の
方
を
対
象
と
し
た
技
能
検
定
対
策
講

習
を
実
施
し
ま
す
。

●
と
き　
７
月
30
日
（
火
）、
31
日
（
水
）

　
　
　
　

８
月
１
日
（
木
）、
２
日
（
金
）

　
　
　
　

18
時
～
21
時

●
と
こ
ろ　
弘
前
高
等
技
術
専
門
校

（
弘
前
市
緑
ヶ
丘
一
丁
目
９
―
１
）

●
定
員　
　

10
名

●
受
講
料　
１
０
０
０
円

●
募
集
期
間

　

６
月
11
日
（
火
）
～
７
月
８
日
（
月
）

●
申
込
み
方
法

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
送
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

（
募
集
締
切
日
必
着
）。

※
受
講
申
込
書
は
当
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳
細
は
当
校
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Hh
ttp

s://w
w

w
.p

ref.ao
m

o
ri.lg

.jp
/

s
o

s
h

ik
i/

s
a

n
g

y
o

/
h

i-g
is

e
n

_

zaishokusha_01 .htm
l

問
お
問
合
せ
先

弘
前
高
等
技
術
専
門
校
在
職
者
訓
練
担
当

☎
３
２
・
６
８
０
５

F
３
５
・
５
１
０
４

２
０
２
４
年
度
「
地
域
振
興
」

助
成
金
募
集
の
お
知
ら
せ

　

公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ
と
貢
献
基

金
で
は
新
規
事
業
参
入
や
開
発
・
研
究
を
行
う
県

内
の
個
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
及
び
企
業
な
ど
に
対

し
、
必
要
な
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

●
応
募
受
付

　

７
月
１
日
（
月
）
～
８
月
31
日
（
土
）
ま
で
に

申
請
受
付
票
で
エ
ン
ト
リ
ー
の
う
え
、
９
月
30
日

（
月
）
ま
で
に
申
請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
助
成
金

　

必
要
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
、
３
０
０
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。
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F…ファクス  E…E メール  H…ホームページ  問…お問合せ・お申込み先

問
応
募
先
・
お
問
合
せ
先

公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ
と
貢
献
基
金

事
務
局

☎
０
１
７
・
７
７
４
・
１
１
７
９

〒
０
３
０
・
８
６
６
８

青
森
市
橋
本
一
丁
目
９
―
30

※
応
募
要
項
と
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

Hhttps://w
w

w
.m

ichinoku-furusato.

or.jp津
軽
凧
絵
付
け
体
験

―
参
加
者
募
集
―

　

津
軽
広
域
連
合
で
は
、
夏
休
み
に
小
学
生
の
み

な
さ
ん
を
対
象
に
体
験
教
室
を
開
催
し
ま
す
。
ご

応
募
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

●
開
催
日
時

　

８
月
９
日
（
金
）
14
時
～
15
時
30
分

●
開
催
場
所

　

ひ
ら
か
わ
ド
リ
ー
ム
ア
リ
ー
ナ
多
目
的
室
（
現

地
集
合
・
解
散
）

●
体
験
内
容　
津
軽
凧
絵
付
け
体
験

●
参
加
費　
１
人　

９
０
０
円

●
参
加
対
象

　

弘
前
市
、
黒
石
市
、
平
川
市
、
藤
崎
町
、
板
柳

町
、
大
鰐
町
、
田
舎
館
村
、
西
目
屋
村
に
お
住
ま

い
の
小
学
生

●
募
集
人
数　
30
人 

●
応
募
方
法

　
「
ハ
ガ
キ
」
ま
た
は
「
電
子
メ
ー
ル
」
に
、
①

郵
便
番
号
・
住
所
、
②
参
加
者
氏
名
（
ふ
り
が

な
）、
③
学
年
・
年
齢
、
④
保
護
者
氏
名
（
ふ
り

が
な
）、
⑤
電
話
番
号
を
記
入
し
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
７
月
23
日
（
火
）

※
当
日
消
印
有
効

※
１
回
の
応
募
で
２
人
ま
で
申
し
込
み
で
き
ま

す
。
①
～
⑤
を
そ
れ
ぞ
れ
明
記
く
だ
さ
い
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
を
行
い
、
結
果
を

７
月
30
日
（
火
）
に
通
知
し
ま
す
。

問
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

〒
０
３
６
・
８
０
０
３　

弘
前
市
大
字
駅
前
町

９
―
20
ヒ
ロ
ロ
３
階

津
軽
広
域
連
合
津
軽
凧
絵
付
け
体
験
係

☎
３
１
・
１
２
０
１

Erengou@
tsugarukoiki.jp

夏
季
町
民
登
山
教
室

　

大
鰐
山
岳
会
で
は
、
次
の
と
お
り
令
和
６
年
度

夏
季
町
民
登
山
教
室
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
目
的
地　

八
幡
平
畚
（
モ
ッ
コ
）
岳
（
１
，

５
７
８
ｍ
）

●
開
催
日　
７
月
７
日
（
日
）

●
集
合
場
所　
大
鰐
町
役
場
前
駐
車
場

※
６
時
45
分
ま
で
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

●
参
加
料　
大
人
２
０
０
０
円

　
　
　
　
　

小
中
学
生
１
０
０
０
円

●
参
加
資
格　
小
学
校
高
学
年
以
上
の
方

　
　
　
　
　
（
小
中
学
生
は
家
族
同
伴
が
原
則
）

※
但
し
、
心
臓
病
や
高
血
圧
な
ど
の
症
状
を
お
持

ち
の
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切　
６
月
29
日
（
土
）

●
服
装
・
持
ち
物

　

山
歩
き
に
適
し
た
服
装
、
登
山
靴

　

雨
具
、
ヤ
ッ
ケ
、
着
替
え
、
手
袋
、
水
筒
、

　

昼
食
、
予
備
食
等

※
当
日
雨
天
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
予
定
コ
ー
ス

の
変
更
も
あ
り
ま
す
。

主
催　

大
鰐
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

主
管　

大
鰐
山
岳
会

問
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

大
鰐
町
宿
川
原
字
山
下
42
―
７

☎
４
７
・
５
３
８
３　

熊
井
良
一



16

お知らせ・募集など　 おおわにかわら版

災害情報を入手し、早めの準備、安全行動を！

【 防災行政無線 】
災害発生が予想される場合や大規模火災情報は、屋外

スピーカーにより、避難情報などを一斉に放送します。

聞き取れないときは、窓を開けて聞くか、屋外に出

て聞き取る行動をしてください。

▽電話応答サービス

　放送内容が聞き取れなかったり、放送内容をもう

一度確認したい時は、24時間以内に放送した内容を、

次の電話番号で確認できます。

☎　48・3539

【 大鰐町防災あじゃらメール 】
大鰐町では、町民の皆さんに対し、防災情報をはじ

め、町のイベントや農業等の様々な情報をメール配信

しています。

次の登録用アドレスにアクセスし、空メールを送信す

ると、登録用のメールが返信されてきます。画面の指示

に従い必要事項を入力すると、登録することができます。

https://bosai.town.owani.lg.jp/
mailsend.php

カメラ機能付きの携帯電話をお持ちの方は、下記の

ＱＲコードを読み込むことで、上記の登録用アドレス

を読み込めます。

【大鰐町防災あじゃらメール　

https://bosai.town.owani.lg.jp】

●町ホームページと他団体のホームページ
大鰐町防災あじゃらメールのほか、町ホームページにも避難情報等の内容をお知らせします。また、青森県や

気象庁等もインターネット上に様々な情報を発信しています。気象情報等を入手して事前準備等に活かしましょう。

▷大鰐町ホームページ　　http://www.town.owani.lg.jp

▷青森県防災ホームページ　　https://bousai.pref.aomori.lg.jp

▷青森県河川砂防情報提供システム　　https://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp

▷気象庁ホームページ　　https://www.jma.go.jp

■お問合せ　総務課消防防災係　☎48・2111（代）

★１歳の記念に写真を掲載してみませんか？
　　　　　　　　　　　　（９月号掲載）
●対象

令和６年７月から９月に１歳の誕生日
を迎える町内在住のお子さん

●掲載内容
お子さんの写真・氏名（ふりがな）・
生年月日・住所（町内名のみ）

●応募方法
①お子さんの写真データ１枚

※写真データは５ＭＢ以内
②お子さんの氏名（ふりがな）・生年月

日・性別、住所（町内名のみ）、保
護者氏名、連絡先、40文字以内のコ
メント（お子さんに向けてのひと言
など）を記入したもの。

◎左記のものを８月13日（火）【※必着】
までにご応募ください。Ｅメールで
の応募の際は、件名に『子どもの写
真』と記入をお願いします。

※なお、件名の記入や必要事項に漏れ
があると掲載できない場合がありま
すので、ご注意ください。

■お問合せ・ご応募先
大鰐町総務課広報担当
☎48・2111（代表）
Ｅメール koho@town.owani.lg.jp

※わが家のめごこは、３か月に１回の掲載です。
　なお、次回の掲載は９月号となります。

令和６年７月から９月
に１歳の誕生日を迎え
るお子さんの写真を募
集します。
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住民生活課窓口へお越しの際は必ず本人確認書類をご持参ください

住民票 申請者、申請者と同じ世帯以外の方
※世帯分離をしているときは親子でも委任状が必要です。

戸籍謄抄本等 申請者、申請者の配偶者、申請者の直系親族（父母、祖父母、子、孫）以外の方

身分証明書 申請者以外の方

印鑑の登録 申請者以外の方
※印鑑証明書は、印鑑登録証（カード）を提示すれば代理人でも委任状不要。

※委任状の用紙は、窓口でお渡ししているほか、町ホームページにも掲載しております。

※代理人が来庁される場合は、申請者の情報（氏名・住所・生年月日）が必要となります。

●マイナンバーカードを申請しませんか？
　マイナンバーカードの夜間窓口では、事前にご予約いただいた方のみ、顔写真の撮影から申請手続きまでを

無料で行います。

【来庁予約はこちらから】　　　スマートフォン：　　　　　　　☎：55・6563（平日8時30分～17時）

【必要書類】申請書と本人確認書類

　・申請書の再交付を行っておりますが、再交付には本人確認書類が必要です。

　・申請書があれば、スマートフォン・パソコンから申請ができます。詳しくはこちら

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎55・6563（直通）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き

の
た
め
の
夜
間
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

夜
間
窓
口
は
毎
週
木
曜
日
（
祝
日
等
で
閉
庁
日
の
場

合
は
前
日
）
に
開
設
し
て
い
ま
す
。

受
付
時
間
は
、
17
時
～
19
時
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
予
約
を
し
て

く
だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
場
合
は
、
夜
間
窓
口
は
開
設
し

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
ご
予
約

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
パ
ソ
コ
ン

町
Ｈ
Ｐ
‥
「
く
ら
し
の
情
報
」
→
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
」
→
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
・
申
請
来
庁
予

約
」
→
「
受
取
予
約
」
又
は
「
申
請
予
約
」
へ

●
お
電
話
で
の
ご
予
約

☎
55
・
６
５
６
３
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
）

お
手
元
に
、
住
民
生
活
課
か
ら
送
付
さ
れ
た
ハ
ガ
キ

を
ご
用
意
し
て
い
た
だ
き
、
ご
希
望
の
日
時
を
決
め
て
い

た
だ
い
て
、
お
電
話
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
予
約
の

件
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※
予
約
は
、
約
１
か
月
先
ま
で
で
き
ま
す
。

※
予
約
状
況
に
よ
り
ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
お
問
合
せ　
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係　

☎
55
・
６
５
６
３
（
直
通
）

受取予約

申請予約

　「住民票」や「戸籍証明書」等を交付する際に、個人情報保護となりすましによる不正取得防止のため、窓口

にお越しの方の本人確認を行っております。

　本人確認書類がない場合は住民票等の交付をお断りしておりますので、窓口へお越しの際は必ず本人確認書類

をご持参くださるようお願いします。

特に印鑑証明書は、「印鑑登録証（カード）」がなければ交付ができませんのでご注意ください。
●本人確認書類の例（有効期限内のものに限る）

顔写真が付いているもの
※いずれか１つを持参

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成25年４月１日
以降発行のもの）、旅券（パスポート）、障害者手帳

顔写真が付いていないもの
※いずれか２つを持参

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、
医療費受給資格証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証

●委任状が必要な場合
　窓口に来る方が次に該当する場合、申請者（使う方）からの委任状が必要です。
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

守りたい守りたい

未来があるから　火の用心未来があるから　火の用心

令和６年度全国統一防火標語令和６年度全国統一防火標語

医 療 機 関 紹 介 電 話

　医療機関紹介電話は、症状の相談は対応しておりません。

　電話をかけた時間現在での受診可能な医療機関を紹介しています。

　紹介する医療機関は、弘前市急患診療所、休日在宅当番医（弘前市、西目屋村在住の方に日・祝日の日中に紹

介）、弘前市二次輪番制参加病院です。

　お住まいの地域によって紹介する医療機関が異なります。

　紹介する前に、お住まいの地域（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、板柳町、田舎館村、西目屋村の

８市町村にお住まいの方にのみ紹介しています）、医療機関紹介電話をかける前にかかりつけ等の病院に相談し

たかを確認します。

　時間ごとの紹介先の医療機関は次の表の通りとなります。

　土曜日の午前中は診療している医療機関があるため、まずはお近くの診療所やかかりつけ医へ相談するように

お願いします。

　医療機関を受診する際は、事前に紹介された医療機関へ電話をしてから受診してください。

　何卒ご理解の上、利用していただきますようお願いします。

 

■医療紹介電話　☎ 32・3999 ■大鰐町内の火災・救急発生状況（令和６年４月末現在）

令和６年 前年比

火　災 １件 ±０件
救　急 145件 ±０件

　 　

日・祝日

 ８時30分～10時 二次輪番

10時～16時 急患診療所

16時～19時 二次輪番

19時～22時30分 急患診療所

22時30分～
翌８時30分 二次輪番

平 日 土 曜 日

17時～19時 二次輪番 ８時30分～19時 二次輪番

19時～22時30分 急患診療所 19時～22時30分 急患診療所

22時30分～
翌８時30分 二次輪番 22時30分～

翌８時30分 二次輪番

消防だより

東消防署 南分署
☎48・2108
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山菜採りの遭難をなくそう

　春になると各地の山々は、山菜採りの入山者で賑わ
いますが、毎年、遭難が後を絶たず、中には尊い命を
失う場合もあります。
　令和５年の山菜採りにおける遭難発生状況を見る
と、発生件数 36 件（前年比＋ 15 件）遭難者 41 人（前
年比＋ 18 人）、死者は４人（前年比＋４人）となっ
ております。
令和５年の春の山菜採り遭難の特徴

〇タケノコ採りの遭難が最も多い
　毎年、山菜採りで最も遭難が多いのはタケノコ採り
です。昨年の山菜採りで遭難者 41 人中 25 人がタケ
ノコ採りであり、全体の約 60 パーセントを占めてい
ます。
〇山菜採りの遭難は高齢者が大部分を占める
　山菜採り遭難者 41 人中 35 人が 65 歳以上の高齢
者であり、全体の約 85 パーセントを占めています。
〇「道迷い」が圧倒的に多い
　山菜採り遭難者 41 人中 32 人が道迷いであり、全
体の約 78 パーセントを占めています。
遭難防止のためのアドバイス

〇山に出かける前に
・体調を確認し、できるだけ２人以上で出かける。
・天気予報を確認し、家族などに行き先や帰宅予定時
間を知らせておく。
・入山場所の地形を地図などで確認する。
・携帯電話や食料等、必要な装備を持つ。
〇山に入るとき、山に入ったら
・携帯電話は車に置かず持ち歩く。
・奥に入り過ぎず、お互いに声を掛け合い位置を確認
する。
・急斜面や崖など危険な場所は避ける。
・集合場所と時間を必ず守り、早めの下山を心がける。
〇万が一、道に迷ったら
・日没後は歩き回らず救助を待つ。
・ヘリコプターの音が聞こえたら、見通しの良い場所
でタオルなどを振って合図する。
★登山地図 GPS アプリ『YAMAP』を

活用しましょう！★
　アプリを利用して、登山届を作成、青森県警に提出

することも可能です。スマートフォンをお持ちの方は
ぜひご活用ください。
 

横断歩道は歩行者優先
【交通企画課】

　道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、
「車両」の仲間となるため、自動車と同じように守ら
なければならないルールが定められています。令和 5
年４月１日より、自転車利用時の乗車用ヘルメットの
着用が努力義務化されましたが、昨年実施した自転車
乗車用ヘルメット着用調査では、県内の着用率はわず
か 2.5 パーセントで、全国ワースト２位という結果に
なりました。

☆知っていますか？
　自転車乗車中の事故で亡くなられた方の約 6 割が、
頭部に致命傷を負っています。
　事故で負傷した際の被害を軽減するためにも、頭を
守ることがとても大切です。自分に合ったヘルメット
を正しく着用し、自分の命を守りましょう。
〇正しいヘルメットのかぶり方
・自分の頭の大きさに合ったサイズを選びましょう
・眉の上あたりまで深くかぶりましょう
・あごひもをしっかり締めましょう
・あごひもはあごの間に指が１，２本入るくらい
☆自転車安全利用五則☆
１　車道が原則、左側を通行
　　歩道は例外、歩行者を優先
２　交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認
３　夜間はライトを点灯
４　飲酒運転は禁止
５　ヘルメットを着用

みなさんの身近で発生する事件の情報や、子ども
や女性を対象とする事案の情報などを提供してい
ます。ダウンロードは無料ですので、下 QR コー
ドからダウンロードをお願いします。

警察相談専用電話＃9110　または☎ 017・735・9110

青森県警察防犯アプリ青森県警察防犯アプリ『まもリン』『まもリン』

iPhoneの方
はこちら⇒

Androidの方
はこちら⇒

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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津軽の話題満載　  津軽広域連合だより

とき イベント名 内容 お問合せ

～ 6 月下旬 板柳町ふるさとセンター農業収穫体験 カラフルなミニトマト収穫体験は１人 200 円。利用可能
日や時間はお問い合わせください。

板柳町ふるさとセンター
☎ 72・1500

～ 7/7 企画展１「博物館の初夏もの語り」 風景画や植物画など、「初夏のもの」をテーマに館所蔵資
料を中心として展示します。

弘前市立博物館
☎ 35・0700

～ R7.3/21 企画展・文学紀行―青森県の名湯 名だたる文人墨客の文学作品、紀行文などを通して、青
森県の温泉地の魅力に迫ります。

弘前市立郷土文学館
☎ 37・5505

6/3 ～
10/14 田んぼアート 7 色の稲で、「神奈川沖浪裏と北里柴三郎」、「じいさんば

あさん若返る」を描きます。
田舎館村企画観光課

☎ 58・2111

6/8 ～ 6/9 こでんてん in 黒石こみせ 2024 全国から集まった手しごと作品の展示販売のほか、体験
型ワークショップの実施店舗もあります。

こでんてん実行委員会事務局
☎ 53・0905

6/22 ～
6/23

2024 カヌーワイルドウォータージャパンカップ第 3 戦
2024 カヌースラロームジャパンカップ第 2 戦

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手た
ちが、激流に挑み熱戦を繰り広げます。

西目屋村カヌー大会実行委員会事務局
（国民スポーツ大会推進室）☎ 26・5056

6/30 ふじワングランプリ 2024 藤崎町産の特産品を使ったオリジナルメニューを考案・
販売し、人気を競う食の祭典です。

藤崎町経営戦略課
☎ 88・8258

7/2、7/6
～ 7/7

【ひろさきプロ野球 Week！】7/2 パーソル パシフ
ィック・リーグ公式戦、7/6 ～ 7/7 ファーム交流戦

今年ははるか夢球場でプロ野球公式戦３試合開催！夏は
野球で熱く盛り上がりましょう！

弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会
（スポーツ振興課内）☎ 40・7115

7/3 ～ 7/6 横町納涼夜店まつり 七夕の時期に、中心商店街にある横町通りにたくさんの
短冊や出店が、立ち並びます。

黒石商店街協同組合
☎ 53・6030

7/6 ～
7/15 てとてとてと展 手仕事によって作られた工芸品の展示販売会です。 弘前市産業育成課

☎ 32・8106

7/7 ひらかわ郷土芸能発表会 平川市文化センターホールにて、市内外の郷土芸能団体
が日頃の活動成果を披露します。

平川市郷土資料館
☎ 44・1221

7/12 ～
12/15 ふじめぐり総選挙 2024 対象店舗のレシートを集めてお気に入りの店舗に投票。

抽選で豪華賞品が当たります。
藤崎町経営戦略課

☎ 88・8258

7/14 クラシックカークラブ青森ミーティング in こみせ 中町こみせ通りに、1975 年以前の懐かしい旧車が、全国
から集結します。

黒石商店街協同組合
☎ 53・6030

７月中旬～
８月中旬 2024 大鰐温泉サマーフェスティバル 丑湯まつりをはじめ、ねぷたまつり、納涼ふぇあなど様々

な夏祭りイベントです。
同実行委員会（大鰐町企画観光課内）

☎ 55・6561
7/20 ～

7/21 丑湯まつり　温湯地区（黒石市） 丑の御神体を乗せた神輿を子供たちが引きます。450 年
以上の歴史がある伝統行事です。

温湯温泉共同浴場　鶴の名湯
☎ 54・8591

7/20 ～
7/21 にしめやランド 2024 西目屋村全体をフィールドとし、ステージショーやアク

ティビティなどを開催します。
目屋観光協会（西目屋村産業課内）

☎ 85・2800

7/21 サマーフェスティバル 夏のりんご公園で家族と一緒に楽しもう！ 弘前市りんご公園まつり事業実行委員会
（弘前市りんご課内）☎ 40・2354

7/27 ～
8/18 まちなかクラフト村　弘前工芸舎・夏限定企画展 津軽の美しい風土に育まれた工芸品の展示販売会です。 弘前市産業育成課

☎ 32・8106
7/27 ～

9/16 特別企画展１「発掘された日本列島 2024」 近年特に注目された出土品を中心に文化庁が構成した展
覧会を開催します。

弘前市立博物館
☎ 35・0700

7/28 第９回大森勝山じょうもん祭り 世界遺産である史跡大森勝山遺跡を舞台に各種イベント
が催されます。

弘前市文化財課
☎ 82・1642

7/30 ～
8/5 黒石ねぷた祭り 県内有数の運行台数を誇り、合同運行では、多くのねぷ

たが出陣します。
黒石青年会議所

☎ 52・3369
7 月下旬～
8 月下旬 平川市 蓮の花まつり 猿賀神社境内にある池一面に咲く淡いピンク色の蓮の花

を楽しむことができます。
一般社団法人平川市観光協会

☎ 40・2231

8/2 ～ 8/3 平川ねぷたまつり 2024 20 台を超える大小さまざまなねぷたに加え、高さ 12 ｍ
の世界一の扇ねぷたが出陣します。

平川ねぷたまつり実行委員会
（平川市商工会）☎ 44・3055

8/3・8/5 藤崎町ねぷた合同運行 迫力のあるねぷたが町内を練り歩き、津軽の夏を熱く彩
ります。

藤崎町商工会
☎ 75・2370

8/4 第 47 回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内外からね
ぷたが集結します。

田舎館村中央公民館
☎ 58・2250

8/9 ～
8/10 2024 りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で町内を練り歩く『りんご

山笠』が運行します。
板柳町商工観光課

☎ 55・8033

8/14 平川あどの祭り ねぷたの展示・運行のほか、ステージイベントなど様々
な催しが行われます。

平川市商工観光課
☎ 44・1111

　2026 年に開催される「あおも
り国スポ」のカヌー競技会場とな
っている岩木川カヌー競技場にお
いて、「2024 カヌーワイルドウ
ォータージャパンカップ第 3 戦・
カヌースラロームジャパンカップ
第 2 戦」が開催されます。全国各地から集まった選
手たちが、激流に挑み熱戦を繰り広げます。
●日時　６月 22 日（土）・23 日（日）
●場所　岩木川カヌー競技場（西目屋村田代字名坪平）
●お問合せ

西目屋村カヌー大会実行委員会
（国民スポーツ大会推進室内、☎ 26・5056）

　今年の７月は、はるか夢球
場でプロ野球公式戦が３試合
開催されます。夏は野球で熱
く盛り上がりましょう！
●日時・内容
①７月２日（火）…パーソル 
パシフィック・リーグ公式戦（東北楽天ゴールデン
イーグルス VS. オリックス・バファローズ）
②６日（土）・７日（日）…2024 ファーム交流戦（広
島東洋カープ VS. 東京ヤクルトスワローズ、２連戦）
●場所　はるか夢球場（運動公園内、豊田２丁目）
●お問合せ　弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会

（スポーツ振興課内、☎ 40・7115）

ひろさきプロ野球Week ！� （弘前市）全国カヌー大会� （西目屋村）

だより
津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・
西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査のほか、各種
ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

津軽広域連合
イベント満載！

津軽の
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わり掲載コーナー 

弘前大学協働事業「町職員×弘前大学生　大鰐未来づくりプロジェクト」
がスタートしました！

古 村 准 教 授 か ら ひ と こ と古 村 准 教 授 か ら ひ と こ と★ ★

町では、令和５年度に弘前大学と包括連携協定を締結したことをきっかけに、令和 6 年 4 月から、町と弘前
大学が協働して大鰐の未来を創造する「町職員 × 弘前大学生　大鰐未来づくりプロジェクト」に取り組むこと
となりました。

　このプロジェクトは、第６次大鰐町振興計画が掲
げる地域と行政との「協働によるまちづくり」を目
指し、全庁で分野横断的に連携するものです。
　今年度は、町職員、弘前大学人文社会科学部の古
村健太郎准教授と弘前大学生を中心として、協働で
フィールドワークや未来を描くためのワークショッ
プ等を行い、町が目指すべきロードマップを作成
し、町に対し提案します。この提案を今後の事業に
活用することを目指します。

有
料
広
告

「大鰐町を思いっきり楽しむ！」

　これは、私個人の今年度の協働のテーマです。
弘前大学と大鰐町の協働と言ってしまうと何か堅
いものに感じます。しかし、その活動の本質は、
楽しみを創り上げていくことだと考えています。
学生と町職員がともに創り出す楽しさや刺激的な
経験に期待しています。

学生と町職員の町を想う気持ちと、
未来をつくるアイディアで、

大鰐町の活性化につなげるよ！

大鰐町ゆるキャラ 

もやっぴー
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◆作り方
①エビは殻をむき、背中に切れ目を入れ、背わたがあ

れば取り除く。
　酒をもみこみ、片栗粉をまぶす。
②玉ねぎは薄切りにする。
③アスパラは根本から４cm 程度の部分の皮を薄くむ

き、１cm 切り落とす。
　５cm 程度の斜め切りにする。
④フライパンにサラダ油を熱し、①を入れて炒める。
⑤軽く火が通ったら②と③を入れて２分程度炒め、酒

を加えてさらに２分程度炒める。
⑥マヨネーズとケチャップを加えて炒め合わせる。
⑦器に盛り、こしょうをふりかける。

★レシピのポイント！
アスパラの根本に近い部分は固いので、切り落とし

たり皮をむくと食べやすくなります。

★気になる栄養価（１人分）は？
エネルギー /206kcal、タンパク質 /20.1g、脂質

/8.2g、炭水化物 /11.4g、食塩 /0.6g

～今月の栄養コラム～
　アスパラにはβカロテン、ビタミンＣ、ビタ
ミンＥが豊富に含まれます。これらには抗酸化
作用があり、有害物質である活性酸素を抑える
はたらきをするため、動脈硬化やがんの予防に
効果があるといわれています。油を使った料理
にして食べると体への吸収率が高まります。■レシピに関するお問合せ

保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

材料名 分量（４人分）

エビ 16尾

酒 大さじ１/2

片栗粉 大さじ１

アスパラ 8本

玉ねぎ 1個

サラダ油 大さじ1

酒 大さじ1

マヨネーズ 大さじ2

ケチャップ 大さじ2

こしょう 少々

野菜を 350 ｇ / 日以上食べよう

大鰐町民は男性 143.8g/ 日、女性 149.8g/ 日と野
菜の摂取量がとても少ないです。そこで旬ご
との野菜を使ったレシピを紹介します。ぜひご家庭
でも作ってみてください♪

野菜が100g（１人分）
摂れるレシピです

　　

町管理栄養士 ひなたの

おすすめレシピ
　　　　　　　vol.48

６月のおすすめレシピは ･･

アスパラとエビの炒め物
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行事予報

■
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６ 月
１日（土） ○第28回万国ホラ吹き大会

７ 月
中旬～8月中旬 ○大鰐温泉サマーフェスティバル

１日（月） ○羽黒神社　宵宮

23日（火） ○大円寺　宵宮

○温泉祈祷式（丑湯祭り　23日～25日）

おくやみもうします　
亡くなった人（年齢）地区名

お誕生おめでとう　
お子さん（地区名）

戸籍の窓口 （※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、希望された方のみ掲載しています。）

■４月受付分

大鰐町の人口と世帯数
令和６年４月末日現在
人　口 8,381人
前月比 －30人
　　男 3,858人
　　女 4,523人
平均年齢 57.4歳
世帯数 4,075世帯
前月比 －２世帯

・乘　田　み　つ（87歳）大鰐７Ａ

・下　山　哲　也（51歳）島田

・四ノ宮　清　敏（75歳）蔵館５Ｂ

・前　田　秀　治（84歳）宿川原

・土　岐　リ　ヱ（90歳）八幡館

・山　口　　　榮（86歳）虹貝

・間　宮　竹　治（88歳）大鰐５Ｂ

・藤　川　十九雄（79歳）大鰐３

・佐　藤　の　り（90歳）鯖石

・奈　良　哲　三（89歳）大鰐７Ｂ

・葛　西　　　悦（88歳）蔵館１

・下　山　喜
き い と

　翔（蔵館８）

・小　山　佳
か の ん

　音（大鰐１）

・阿　部　蒼
そ

　空
ら

（大鰐10）

・水　木　詠
えい

　心
しん

（苦木）
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●広報おおわには町のホームページでも公開しています　【URL】 http://www.town.owani.lg.jp/

今月の表紙

大鰐町ＨＰへ
ジャンプします
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わになって みんなポカポカ 大鰐町

青空の下、鮮やかな色で
咲くつつじを見つけました。

この日は気温が高く、ク
マバチも巣から出て飛んで
いました。

春の暖かさに胸が躍るよ
うな気持ちになります。夏
はすぐそこかもしれません。

撮影場所は茶臼山公園中
間駐車場です。

高
たかはし

橋 更
さら

 ちゃん

R５．６．23．生（蔵館８）
わが家の五女です。

お姉ちゃんたちがいっぱい
可愛がってくれて嬉しいね♡

棟
むなかた

方 詩
うた

子
こ

 ちゃん

R５．６．12．生（居土）
にこやかにたくましく

育ってくれて嬉しいな♪
これからもよろしくね！

令和６年４月から６月に１歳の令和６年４月から６月に１歳の
誕生日を迎えるお子さんを紹介誕生日を迎えるお子さんを紹介
します！します！

※令和６年７月から９月に１歳の誕生※令和６年７月から９月に１歳の誕生
日を迎えるお子さんの募集については、日を迎えるお子さんの募集については、
16ページに記載しています。16ページに記載しています。

３歳児健診�むし歯のない子３歳児健診�むし歯のない子
３月の３歳児健診でむし歯が無かった子どもたちを紹介します！

外外
とのさきとのさき

﨑﨑　　陽陽
ひ な のひ な の

菜乃菜乃  ちゃんちゃん
（鯖石）（鯖石）

山山
やまぐちやまぐち

口口　　涼涼
すずすず

華華
かか

  ちゃんちゃん
（虹貝）（虹貝）

對對
つ し まつ し ま

馬馬　　蓮蓮
れ なれ な

奈奈  ちゃんちゃん
（大鰐１）（大鰐１）

吹吹
ふきふき

田田
たた

　　陽陽
ひ な たひ な た

葵葵  くんくん
（駒木）（駒木）

大大
おおかわおおかわ

川川　　輝輝
きき

結結
ゆうゆう

  くんくん
（大鰐６Ｂ）（大鰐６Ｂ）

下下
しもやましもやま

山山　　雄雄
ゆうゆう

大大
たた

  くんくん
 （島田） （島田）

浅浅
あさあさ

利利
りり

　　俊俊
しゅんすけしゅんすけ

介介  くんくん
 （森山） （森山）

吹吹
ふきふき

田田
たた

　　蓮蓮
れ お んれ お ん

和和  くんくん
（大鰐10）（大鰐10）


